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グローバル化世界と憲法制定権力

グ
ロ
ー
バ
ル
化
世
界
と
憲
法
制
定
権
力山　

　

元　
　
　
　
　

一

は
じ
め
に

Ⅰ　
「
立
憲
主
義
の
権
威
主
義
化
」
と
憲
法
制
定
権
力
論

　

１
．「
立
憲
主
義
の
権
威
主
義
化
」
と
は
何
か
？

　

２
．
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
「
立
憲
主
義
の
権
威
主
義
化
」
と
憲
法
裁
判

Ⅱ　

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
憲
法
制
定
権
力
論

　

１
．
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
け
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
一
九
九
一
年
憲
法
の
制
定

　

２
．
コ
ロ
ン
ビ
ア
憲
法
裁
判
所
判
決
に
お
け
る
憲
法
制
定
権
力
論

小　

括

は
じ
め
に

　

憲
法
制
定
権
力
観
念
（pouvoir constituant

（
仏
語
）, constituent pow

er
（
英
語
））
が
、
憲
法
学
に
と
っ
て
の
最
も
基
本
的
観

念
の
一
つ
で
あ
り
続
け
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
お
よ
そ
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
憲
法
制
定
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権
力
観
念
が
提
起
す
る
諸
問
題
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
世
界
に
直
面
す
る
現
代
憲
法
学
に
お
い
て
、
多
様
な
様
相
を
呈
し
つ
つ
ま
す
ま

す
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
憲
法
制
定
権
力
観
念
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
世
界
に
お
け
る
動

向
の
一
端
に
つ
い
て
さ
さ
や
か
な
照
射
を
試
み
よ
う
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
憲
法
理
論
を
対
象
と
す
る
研
究
の
過
程
で
、
Ｅ
Ｕ
統
合
の
進
展
が
憲
法
制
定
権
力
論
に
新
た

な
展
開
を
も
た
ら
し
て
き
た
理
論
状
況
を
取
り
上
げ
、
一
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
お
け
る
憲
法
制
定
権
力
と
立
憲
主
義
の
緊
張
関

係
を
明
ら
か
に
す
る）

1
（

と
と
も
に
、
他
方
で
、
従
来
と
異
な
り
国
家
を
超
え
た
次
元
に
憲
法
制
定
権
力
の
主
体
を
見
出
そ
う
と
す
る

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
制
定
権
力
」
論
に
つ
い
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る）

2
（

。
こ
れ
に
対
し
て
本
稿
は
、
近
時
の
比
較
憲
法
学
の
飛
躍
的

な
発
展）

（
（

に
伴
っ
て
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
の
自
由
主
義
的
民
主
主
義
的
統
治
の
不
安
定
な
地
域
に
お
け
る
憲
法
状
況
に
触
発
さ
れ
て
生

み
出
さ
れ
た
諸
業
績
を
参
照
し
つ
つ
、
近
時
の
憲
法
制
定
権
力
論
の
展
開
を
追
跡
し
て
み
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
こ
で
は
、
①

グ
ロ
ー
バ
ル
化
世
界
が
「
立
憲
主
義
の
権
威
主
義
化
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
形
で
対
応
し
う
る
の
か
、
と
い
う
設
問
が
突
き
つ
け

ら
れ
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
レ
ベ
ル
で
の
立
憲
主
義
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
に
お
け
る
立
憲
主
義
が
ど
の
よ
う
に
し
て
支
え
る
か
、
と

い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
立
憲
主
義）

4
（

に
と
っ
て
の
重
要
な
課
題
の
一
つ
が
う
み
だ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
か
ら

は
、
②
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
立
憲
主
義
が
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
べ
き
か
、
が
重
要
な
課
題
と
し
て
登
場
す
る
。
な
お
本
稿
は
、

憲
法
制
定
権
力
の
内
容
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
風
に
い
え
ば）

5
（

、「
始
源
的
憲
法
制
定
権
力
（pouvoir constituant 

originaire

）」
と
「
制
度
化
さ
れ
た
／
派
生
的
憲
法
制
定
権
力
（pouvoir constituant institué / dérivé

）」
＝
憲
法
改
正
権
の
両
者

を
含
む
も
の
と
し
て
観
念
す
る）

（
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
世
界
に
お
け
る
憲
法
制
定
権
力
論
の
動
向
は
、
現
在
の
日
本
の
憲
法
状
況
と
無
縁
で
は
な
い
。
す
ぐ

あ
と
で
触
れ
る
よ
う
に
、
著
し
く
憲
法
改
正
に
積
極
的
な
現
在
の
安
倍
晋
三
政
権
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
日
本
の
憲
法
状
況
は
、

「
立
憲
主
義
の
権
威
主
義
化
」
と
い
う
動
向
と
一
定
の
共
通
要
素
を
含
ん
で
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る）

（
（

。
そ
し
て
、
日
本
に
お
い
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て
憲
法
改
正
へ
の
動
き
が
現
実
化
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
国
民
が
直
接
的
に
意
思
表
明
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
理
論
構
成
の
仕
方
次

第
で
は
、
憲
法
制
定
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
憲
法
改
正
が
頻
繁
化
し
て
い
く
可
能
性
も
否
定
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

　

以
下
、
本
稿
で
は
、
最
近
の
憲
法
制
定
権
力
論
の
活
性
化
に
つ
い
て
、
覚
書
的
な
見
取
り
図
を
描
く
と
い
う
目
的
か
ら
、「
立
憲

主
義
の
権
威
主
義
化
」
と
憲
法
制
定
権
力
論
を
め
ぐ
る
問
題
〔
→
Ⅰ
〕
と
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
憲
法
制
定

権
力
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
〔
→
Ⅱ
〕。
そ
し
て
〔
Ⅰ
〕〔
Ⅱ
〕
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
に
引
き
続
く
憲
法
制
定
権
力
自
体

の
動
態
的
か
つ
民
主
主
義
的
な
再
構
成
の
試
み
の
紹
介
・
検
討
〔
→
Ⅲ
〕、
ま
た
に
こ
れ
と
方
向
性
を
異
に
す
る
「
違
憲
の
憲
法
改

正
」
の
憲
法
裁
判
機
関
に
よ
る
実
質
審
査
を
肯
定
的
に
論
じ
る
試
み
の
紹
介
・
検
討
〔
→
Ⅳ
〕
の
作
業
に
つ
い
て
は
別
稿＊
を
用
意
し
、

そ
こ
で
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。

Ⅰ　
「
立
憲
主
義
の
権
威
主
義
化
」
と
憲
法
制
定
権
力
論

１
．「
立
憲
主
義
の
権
威
主
義
化
」
と
は
何
か
？

　

最
近
の
比
較
憲
法
学
に
お
い
て
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
が
、「
立
憲
主
義
の
権
威
主
義
化
」
と
い
う
現
象
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
立
憲
主
義
が
必
ず
し
も
権
威
主
義
的
統
治
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
認
識
が
前
提
に
あ
る
。
等
し
く
こ
の

よ
う
な
現
象
に
注
目
す
る
論
者
に
お
い
て
も
そ
の
表
現
の
仕
方
は
様
々
で
あ
り
、「
濫
用
的
立
憲
主
義
（abusive 

constitutionalism

）」（D
avid Landau

）
8
（

）、「
ス
テ
ル
ス
的
立
憲
主
義
（stealth constitutionalism

）」（O
zan O

. V
arol

）
9
（

）、「
権
威
主

義
的
立
憲
主
義
（authoritarian constitutionalism

）」（M
ark T

ushnet

）
（（
（

）
等
の
表
現
が
与
え
ら
れ
て
い
る）

（（
（

。

　

こ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
現
象
は
、
何
か
。
周
知
の
通
り
、
古
典
的
に
は
、
比
較
憲
法
学
上
一
国
に
お
け
る
立
憲
主
義
の
採
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用
が
必
ず
し
も
自
由
な
政
治
的
競
争
と
市
民
の
諸
権
利
の
保
障
を
中
核
的
要
素
と
す
る
自
由
主
義
的
民
主
主
義
的
統
治
を
も
た
ら
さ

な
い
状
況
は
、
英
米
仏
の
立
憲
主
義
と
対
比
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
具
体
的
に
は
、
君
主
の
権
力
が
議

会
の
権
力
を
圧
倒
し
て
し
ま
う
、
ド
イ
ツ
そ
し
て
そ
れ
を
モ
デ
ル
と
し
て
採
用
し
た
日
本
に
お
け
る
「
外
見
的
立
憲
主
義
」
の
展
開

と
し
て
語
ら
れ
て
き
た）

（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
現
代
の
憲
法
現
象
の
分
析
観
念
と
し
て
は
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
に
追
わ
れ
て
ア
メ
リ
カ
に

亡
命
し
たK

arl Loew
enstein

が
、
そ
の
著
書
『
政
治
権
力
と
統
治
過
程）

（（
（

』
で
提
示
し
た
「
憲
法
の
『
存
在
論
的
』
分
類

（
“Ontological
” Classification of Constitution

）」
に
お
け
る
①
「
規
範
的
憲
法
（norm

ative constitution

）」、
②
「
名
目
的
憲
法

（nom
inal constitution

）」、
③
「
意
味
論
的
憲
法
（sem
antic constitution

）」
の
三
類
型
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
憲
法
の

適
用
が
不
十
分
で
あ
る
の
が
②
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
③
は
、「
憲
法
そ
の
も
の
は
完
全
に
適
用
さ
れ
て
い
て
も
、
実
際
に
は
現
実

の
権
力
保
持
者
が
自
己
の
利
益
の
た
め
だ
け
に
既
存
の
政
治
権
力
の
配
分
を
定
式
化
し
た
に
す
ぎ
な
い
場
合）

（（
（

」
を
指
し
示
す
。

　
「
意
味
論
的
憲
法
」
が
現
実
の
憲
法
の
あ
り
方
を
い
わ
ば
静
態
的
に
問
題
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
立
憲
主
義
の
権
威
主
義
化

現
象
は
、
自
由
主
義
的
民
主
主
義
的
統
治
が
そ
れ
な
り
に
定
着
し
て
い
た
国
々
（
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ト
ル
コ
、
ロ
シ
ア
、

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
、
エ
ジ
プ
ト
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
エ
ク
ア
ド
ル
等
々
）
に
お
い
て
、
立
憲
主
義
体
制
を
維
持
し
な
が
ら
、

右
派
的
で
あ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
左
派
的
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ）

（（
（

を
基
盤
と
し

た
権
威
主
義
的
体
制
へ
の
漸
進
的
な
移
行
が
企
て
ら
れ
る
状
況
を
指
す
。
そ
こ
で
は
、
権
力
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
次
第
に
困
難
と
な

り
、
政
権
交
代
も
事
実
上
著
し
く
困
難
と
な
る
状
況
が
意
図
的
に
招
来
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
一
九
七
三
年
九
月
一
一
日

の
チ
リ
の
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
権
威
主
義
的
な
統
治
へ
の
展
開
が
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
の
よ
う
な
仕
方
で
非
合

法
的
か
つ
暴
力
的
に
強
行
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
と
は
全
く
対
照
的
に
、
定
期
的
に
選
挙
が
実
施
さ
れ
る
中
で
、
憲
法
上
の
制

度
を
含
め
た
諸
制
度
の
改
革
等
が
憲
法
改
革
（
新
憲
法
制
定
と
憲
法
改
正
の
双
方
を
含
む
）
を
は
じ
め
と
す
る
合
法
的
な
手
法
を
用
い

て
平
和
裡
に
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
移
行
過
程
に
お
い
て
憲
法
改
正
が
利
用
さ
れ
る
だ
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け
に
、
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
憲
法
制
定
権
力
の
理
論
的
検
討
の
必
要
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
現
象
の
帰
結
は
あ
か
ら
さ
ま
に
暴
力
的
な
手
段
に
許
え
る
独
裁
体
制
の
確
立
で
は
な
い
だ
け
に
、
立
憲
主
義
体
制
の
健
全

な
運
営
を
希
求
す
る
立
場
か
ら
は
、
そ
れ
と
は
別
種
の
懸
念
が
生
じ
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
新
た
な
理
論
的
実
際
的
対
応
が
迫
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
立
憲
主
義
の
権
威
主
義
化
」
の
具
体
的
事
象）

（（
（

と
し
て
は
、
例
え
ば
、
権
力
批
判
を
行
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
名
誉
毀
損
に
関
す

る
刑
事
責
任
を
厳
し
く
追
及
す
る
こ
と
、
公
正
な
選
挙
を
行
う
と
い
う
名
目
の
下
で
実
際
に
は
与
党
に
有
利
な
取
り
扱
い
を
も
た
ら

し
、
野
党
が
選
挙
で
勝
利
す
る
た
め
の
政
治
コ
ス
ト
を
意
図
的
に
高
め
る
こ
と）

（（
（

、
国
際
社
会
の
要
請
に
よ
る
組
織
犯
罪
や
テ
ロ
リ
ズ

ム
対
策
の
名
目
の
下
で
政
治
的
対
抗
勢
力
を
抑
圧
す
る
こ
と
、
司
法
審
査
を
権
力
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
で
は
な
く
権
力
を
補
強
す
る

た
め
に
活
用
す
る
こ
と
、
民
主
主
義
の
促
進
と
法
の
支
配
の
促
進
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
の
も
と
で
、
権
力
の
座
に
あ
る
も
の
の
地
位

を
よ
り
安
泰
な
も
の
と
し
、
競
争
的
な
多
党
制
に
基
づ
く
選
挙
と
政
権
交
代
と
い
う
民
主
主
義
の
コ
ア
の
構
成
要
素
を
傷
つ
け
る
こ

と
、
等
が
念
頭
に
お
か
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
の
世
界
に
お
け
る
立
憲
主
義
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
象
徴
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
の
が

憲
法
裁
判
機
関
の
普
及
で
あ
り
、
そ
の
活
性
化
で
あ
る
（
し
ば
し
ば
、「
違
憲
審
査
革
命
」
と
呼
ば
れ
る
）。
容
易
に
想
像
さ
れ
る
よ
う

に
、
権
威
主
義
的
統
治
が
最
も
嫌
う
の
は
権
力
分
立
原
理
で
あ
り
、
ま
と
も
に
機
能
し
て
い
る
憲
法
裁
判
機
関
は
、「
立
憲
主
義
の

権
威
主
義
化
」
と
い
う
状
況
に
お
い
て
は
、
も
っ
と
も
強
力
な
歯
止
め
と
し
て
機
能
す
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え

に
憲
法
裁
判
所
は
様
々
な
対
抗
装
置
・
対
抗
勢
力
の
中
で
も
重
要
な
攻
撃
対
象
の
一
つ
と
な
る
に
至
る
。
国
家
の
諸
活
動
を
法
的
に

規
律
し
よ
う
と
す
る
憲
法
裁
判
の
活
性
化
と
、
そ
の
よ
う
な
規
律
の
基
準
の
主
軸
そ
の
も
の
を
変
動
さ
せ
よ
う
と
す
る
憲
法
制
定
権

力
行
使
の
活
性
化
が
、
真
正
面
か
ら
激
突
す
る
状
況
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
Ⅳ
（
別
稿
）
で
言
及
す
る
よ
う

に
「
違
憲
の
憲
法
改
正
」
が
一
つ
の
議
論
の
焦
点
と
な
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
み
て
く
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
にEm

m
anuel Sieyès

が
提
出
し
た
憲
法
制
定
権
力
論
を
現
代
憲
法
学
に

と
っ
て
の
基
本
的
観
念
と
し
て
蘇
生
さ
せ
た
の
が
、
人
民
の
ア
ク
ラ
マ
チ
オ
に
よ
る
喝
采
に
よ
る
憲
法
制
定
権
力
の
発
動
を
弁
証
し

たCarl Schm
itt

な
の
で
あ
る
か
ら
、「
立
憲
主
義
の
権
威
主
義
化
」
に
お
い
て
憲
法
制
定
権
力
観
念
の
検
討
が
特
別
に
重
要
な
課

題
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
の
は
ほ
と
ん
ど
自
明
的
で
す
ら
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
自
由
主
義
的
民
主
主
義
的
統
治

体
制
の
擁
護
の
問
題
は
、
そ
のSchm

itt

と
抜
き
差
し
な
ら
な
い
関
係
に
立
つ
「
闘
う
民
主
制
」
論）

（（
（

の
新
た
な
状
況
の
も
と
で
の
再

構
築
の
必
要
性
そ
の
も
の
の
検
討
と
い
う
課
題
を
私
た
ち
の
前
に
引
き
出
し
て
く
る
。

　

以
下
で
は
、「
立
憲
主
義
の
権
威
主
義
化
」
が
憲
法
裁
判
と
引
き
起
こ
す
緊
張
関
係
に
つ
い
て
具
体
的
な
ケ
ー
ス
を
取
り
上
げ
て

み
る
こ
と
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
日
本
で
も
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
た
東
欧
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
事
例
で
あ
る
。

２
．
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
「
立
憲
主
義
の
権
威
主
義
化）

（（
（

」
と
憲
法
裁
判

　

社
会
主
義
体
制
の
崩
壊
後
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
、
し
ば
ら
く
は
社
会
党
（
旧
体
制
政
党
た
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
社
会
主
義
労
働
者
党
の
後

継
政
党
）
主
導
の
政
治
が
安
定
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
急
速
に
自
由
化
さ
れ
て
い
く
経
済
の
中
で
次
第
に
高
ま
る
民
衆
の
不
満
を
背

景
に
、
一
九
九
八
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
ま
でO

rbán V
iktor

の
指
導
下
で
、
フ
ィ
デ
ス
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
市
民
同
盟
（
以
下
、
フ
ィ

デ
ス
と
略　

当
初
は
中
道
右
派
、
や
が
て
民
族
主
義
的
保
守
政
党
に
変
化
す
る
。）
が
政
権
を
担
当
し
て
い
た
。
い
っ
た
ん
下
野
し
た
後
、

O
rbán V

iktor

率
い
る
フ
ィ
デ
ス
は
、
典
型
的
な
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党）

（（
（

と
し
て
躍
進
し
、
二
〇
一
〇
年
の
選
挙
で
六
八
％
の
議
席

を
占
め
る
大
勝
を
収
め
、
政
権
奪
取
に
成
功
し
た
。
そ
の
政
治
的
主
張
の
眼
目
は
、「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
、
近
代
主
義
、
世
俗
主
義
」

批
判
で
あ
り
、
旧
共
産
主
義
体
制
と
現
在
の
国
際
金
融
資
本
に
対
す
る
批
判
が
共
存
し
て
い
た）

（（
（

。

　

旧
体
制
か
ら
の
憲
法
改
革
に
つ
い
て
は
、「
法
の
支
配
の
下
の
革
命
」（
憲
法
裁
判
所
一
九
九
二
年
一
二
月
一
一
日
判
決
に
よ
る
表
現）

（（
（

）

と
し
て
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
一
九
八
九
年
に
旧
体
制
下
の
一
九
四
九
年
憲
法
を
廃
す
る
こ
と
な
く
法
的
連
続
性
を
維
持
し
つ
つ
、
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そ
れ
を
大
幅
に
手
直
し
し
、
議
院
内
閣
制
に
立
脚
し
憲
法
裁
判
所
を
備
え
た
自
由
主
義
的
民
主
主
義
的
統
治
体
制
へ
と
移
行
し
た
。

A
ndrew

 A
rato

は
、
こ
の
時
の
暫
定
的
な
憲
法
制
定
過
程
が
民
主
主
義
的
正
統
性
の
脆
弱
な
円
卓
会
議
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
そ
の

後
の
選
挙
に
よ
る
憲
法
制
定
議
会
に
よ
る
本
格
的
な
憲
法
改
正
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
い
っ
た
ん
実
現
さ
れ
た
自
由
主
義

的
民
主
主
義
的
統
治
か
ら
権
威
主
義
的
統
治
へ
逆
行
す
る
「
立
憲
主
義
の
権
威
主
義
化
」
現
象
と
い
う
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
」
が
生
じ
た
、
と
い
う）

（（
（

。

　

フ
ィ
デ
ス
は
、
二
〇
一
〇
年
の
復
帰
後
憲
法
改
正
は
一
院
制
議
会
の
総
議
員
の
三
分
の
二
の
賛
成
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る

規
定
を
活
用
し
、
積
極
的
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
憲
法
改
革
や
そ
れ
以
外
の
制
度
改
革
に
乗
り
出
し
て
い
く）

（（
（

。
実
際
一
三
回
の
憲
法
改
正

が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
う
ち
重
要
な
も
の
と
し
て
、
公
務
員
の
退
職
金
に
対
す
る
遡
及
的
な
課
税
（
九
八
％
）
を
可
能
と
す
る
た

め
の
憲
法
改
正
が
あ
る
。
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
法
令
に
対
し
て
違
憲
判
断
を
下
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て

政
府
は
、
そ
の
翌
月
憲
法
改
正
を
行
い
憲
法
裁
判
所
の
国
家
の
予
算
等
に
関
わ
る
一
定
の
審
査
権
限
の
縮
小
を
行
っ
た
が
、
に
も
か

か
わ
ら
ず
憲
法
裁
判
所
は
、
人
間
の
尊
厳
原
理
に
基
づ
い
て
一
部
の
関
係
立
法
に
つ
い
て
違
憲
判
決
を
下
し
た
。

　

そ
の
後
、
二
〇
一
一
年
四
月
に
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
全
く
新
し
い
憲
法
（「
基
本
法
」）
が
制
定
さ
れ
た）

（（
（

。
基
本
法
で
は
、
ハ
ン
ガ

リ
ー
の
歴
史
的
民
族
的
共
同
体
と
し
て
の
価
値
、
お
よ
び
カ
ト
リ
ッ
ク
を
基
盤
と
す
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
文
化
の
価
値
を
強
調
さ
れ
、
国

民
の
国
家
に
対
す
る
義
務
や
責
任
や
家
族
共
同
体
の
重
要
性
が
謳
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
基
本
法
の
解
釈
原
理
の
一
つ
と

な
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
憲
法
制
定
過
程
に
は
対
立
陣
営
が
参
加
し
て
お
ら
ず
、
不
透
明
で
、
し
か
も
短
期
間
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
、

国
の
内
外
か
ら
の
強
い
批
判
を
招
い
た
。
具
体
的
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
、
ヴ
ェ
ニ
ス
委
員
会

（European Com
m

ission for D
em

ocracy through Law

）
（（
（

）
な
ど
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
に
対
し
て
批
判
を
行
っ
た
。
基
本
法
に
対
し

て
施
行
後
二
年
間
の
う
ち
に
五
回
の
改
正
が
行
わ
れ
て
き
た
。Pál Sonnevend
ら
の
評
価
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
制
定
を
動
機
づ
け

て
い
た
の
は
、
一
見
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
確
固
た
る
一
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
短
期
的
な
党
派
政
治
的
利
益
を
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最
大
化
し
よ
う
と
す
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
な
の
で
あ
っ
た）

（（
（

。

　

度
重
な
る
憲
法
改
正
そ
し
て
そ
の
内
容
を
引
き
継
い
だ
基
本
法
は
、
と
り
わ
け
裁
判
部
門
に
対
し
て
大
き
な
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
た
。

憲
法
裁
判
所
裁
判
官
の
選
考
が
、
野
党
に
考
慮
す
る
こ
と
な
く
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
変
更
さ
れ
た
。
そ
し
て
憲
法
裁
判
所
の

裁
判
官
の
人
数
を
一
一
名
か
ら
一
五
名
に
増
加
さ
せ
る
コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
プ
ラ
ン
が
、
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
。
さ
ら

に
国
家
司
法
局
が
設
置
さ
れ
、
そ
れ
を
通
じ
て
司
法
の
運
営
に
政
治
的
支
配
を
及
ぼ
す
こ
と
を
可
能
と
し
た
。
ま
た
裁
判
官
の
定
年

を
七
〇
歳
か
ら
六
二
歳
に
引
き
下
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
空
席
を
、
親
政
権
的
な
裁
判
官
に
よ
っ
て
差
し
替
え
た
。
そ

れ
に
加
え
て
、
選
挙
委
員
会
、
予
算
評
議
会
、
メ
デ
ィ
ア
評
議
会）

（（
（

等
の
重
要
な
組
織
が
フ
ィ
デ
ス
の
シ
ン
パ
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
選
挙
制
度
も
、
よ
り
フ
ィ
デ
ス
に
有
利
な
も
の
に
改
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
憲
法
裁
判
所
は
、
裁
判
官
の
定

年
を
六
二
歳
に
引
き
下
げ
る
法
律
に
つ
い
て
、
裁
判
官
の
独
立
を
侵
害
す
る
と
の
理
由
で
違
憲
と
し
た
。

　

本
稿
が
テ
ー
マ
と
す
る
憲
法
制
定
権
力
観
念
に
関
係
す
る
重
要
な
判
決
が
、
経
過
規
定
法
に
関
す
る
判
決
で
あ
る
（D

ecision 

45/2012 (X
II. 29)

）。
二
〇
一
一
年
一
二
月
三
〇
日
に
議
会
は
、
憲
法
改
正
権
を
行
使
し
て
基
本
法
を
追
補
す
る
経
過
規
定
法

（T
ransitional Provision

）
を
可
決
さ
せ
た
。
本
法
は
、
旧
体
制
そ
し
て
そ
れ
を
担
っ
て
い
た
社
会
党
（
当
時
の
名
称
は
社
会
主
義
労

働
者
党
）
を
激
し
く
批
判
す
る
宣
言
的
条
項
を
は
じ
め
と
し
て
種
々
様
々
な
内
容
の
規
定
を
含
み
、
な
か
に
は
基
本
法
の
内
容
と
矛

盾
す
る
規
定
も
含
ま
れ
て
い
た
。
裁
判
を
受
け
る
権
利
な
ど
の
人
権
に
対
し
て
重
大
な
制
約
を
も
た
ら
す
条
項
も
含
ま
れ
て
い
た
。

ま
た
、
本
改
正
に
よ
っ
て
、
当
時
の
最
高
裁
判
所
長
官
（A

ndrás Baka

彼
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
裁
判
官
も
務
め
た
（
一
九
九

一-

二
〇
〇
八
年
））
の
任
期
が
短
縮
さ
れ
る
結
果
を
も
た
ら
し
た）

（（
（

。
そ
し
て
、
経
過
規
定
法
が
基
本
法
と
の
関
係
で
法
的
に
ど
の
よ

う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
は
、
不
明
確
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
憲
法
裁
判
所
は
、
か
つ
て
憲
法
改
正
に
つ
い
て
内
容

的
実
質
的
審
査
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
判
示
し
て
い
た
が
、
本
件
に
お
い
て
経
過
規
定
法
が
本
当
に
内
容
0

0

上
経
過
規
定
の
み

に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
基
本
法
が
憲
法
改
正
権
に
認
め
た
権
限
を
踰
越
し
た
か
否
か
と
い
う
手
続
0

0

審
査
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に
含
ま
れ
る
と
し
、
実
際
い
く
つ
か
の
規
定
に
つ
い
て
違
憲
判
決
を
下
し
た
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、「
違
憲
の
憲
法
改
正
」
の
成

立
可
能
性
を
、
判
決
の
行
論
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
示
唆
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
「
憲
法
的
適
法
性
（constitutional legality

）
に
は
、
手
続
的
形
式
的
公
法
的
基
準
だ
け
で
な
く
実
質
的
基
準
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
法
の
支
配
の
下
に
あ
る
民
主
的
国
家
の
憲
法
的
諸
要
件
、
法
の
支
配
の
下
で
民
主
的
諸
共
同
体
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
、
国
際
諸
条

約
で
保
障
さ
れ
て
い
る
憲
法
的
諸
価
値
と
諸
原
理
、
そ
し
て
そ
れ
と
部
分
的
に
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
い
る
い
わ
ゆ
る
ユ
ス
・
コ
ー
ゲ
ン
ス

等
で
あ
る
。
憲
法
裁
判
所
は
、
一
定
の
条
件
の
下
で
、
法
の
支
配
の
下
に
あ
る
民
主
的
国
家
の
実
質
的
憲
法
的
諸
要
件
・
諸
保
障
・
諸
価
値

が
、
憲
法
に
お
い
て
一
貫
し
て
尊
重
さ
れ
、
憲
法
に
含
ま
れ
て
い
る
か
を
審
査
す
る
権
限
を
付
与
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。」

　

上
記
判
決
に
対
抗
し
て
、
政
権
側
は
新
た
な
憲
法
改
正
に
乗
り
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
一
三
年
三
月
一
一
日
の
憲
法
改
正
に

よ
っ
て
、
先
の
判
決
に
よ
っ
て
違
憲
と
判
断
さ
れ
た
経
過
規
定
法
を
憲
法
改
正
と
し
て
憲
法
に
盛
り
込
も
う
と
し
た
。
本
改
正
に
は
、

か
つ
て
憲
法
裁
判
所
が
違
憲
判
断
を
し
た
自
由
主
義
的
民
主
主
義
的
統
治
か
ら
み
て
大
き
な
問
題
を
孕
む
数
多
く
の
条
項
が
含
ま
れ

て
い
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
に
、
憲
法
裁
判
所
の
憲
法
改
正
案
に
つ
い
て
の
審
査
を
純
粋
な
手
続
審
査
に
限
定
す
る
規
定

も
設
け
ら
れ
た
。
ま
さ
に
こ
こ
に
お
い
て
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
露
骨
な
党
派
的
利
益
に
よ
っ
て
駆
動
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
の
活

性
化
と
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
後
押
し
さ
れ
た
憲
法
裁
判
の
活
性
化
が
、
こ
の
国
で
真
正
面
か
ら
激
突
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
さ
ら
に
、
同
日
の
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
、
基
本
法
施
行
以
前
に
下
さ
れ
た
憲
法
裁
判
所
の
判
決
に
つ
い
て
は
効
力
を
維
持
し
な

い
、
と
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
本
改
正
の
趣
旨
は
、
違
憲
判
決
を
受
け
た
法
が
復
活
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
憲
法
裁
判
所

の
判
決
が
将
来
の
立
法
指
針
や
解
釈
指
針
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
を
封
じ
、
そ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
新
体
制
に
お
け
る

ハ
ン
ガ
リ
ー
の
憲
法
秩
序
を
無
効
化
し
よ
う
と
す
る
狙
い
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た）

（（
（

。
そ
の
後
、
上
記
の
憲
法
改
正
を
受
け
、
ま
た
憲

法
裁
判
所
裁
判
官
の
政
権
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
裁
判
官
へ
の
交
代
も
あ
り
、
二
〇
一
三
年
の
判
決
（D

ecision 12/201（

）
で
、
憲
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法
改
正
に
つ
い
て
の
違
憲
審
査
を
否
定
し
た）

（（
（

。

Ⅱ　

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
憲
法
制
定
権
力
論

１
．
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
け
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
一
九
九
一
年
憲
法
の
制
定）

（（
（

　

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
全
体
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
本
稿
と
の
関
係
で
興
味
深
い
事
例
を
提
供
す
る
コ
ロ

ン
ビ
ア
を
見
る
こ
と
と
し
た
い
。
周
知
の
通
り
、
二
〇
世
紀
の
南
米
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
政
治
は
、
暴
力
と
政
治
危
機
に
よ
っ
て
彩
ら
れ

て
い
た
。
軍
隊
・
ゲ
リ
ラ
・
準
武
装
集
団
・
麻
薬
組
織
が
、
そ
の
主
要
な
構
成
要
素
で
あ
っ
た
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
は
一
八
八
六
年
に
制

定
さ
れ
た
憲
法
の
下
に
あ
っ
た
。
そ
の
後
行
な
わ
れ
た
改
正
の
中
で
と
り
わ
け
重
大
な
問
題
を
ひ
き
お
こ
し
た
の
は
、
一
九
五
七
年

の
憲
法
改
正
で
導
入
さ
れ
た
「
国
民
戦
線
（Frente N

acional

）」
体
制
と
呼
ば
れ
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
議

会
に
お
け
る
自
由
党
と
保
守
党
の
二
党
に
対
し
て
、
選
挙
結
果
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
人
為
的
に
政
権
交
代
を
定
期
的
に
実
現
さ

せ
る
仕
組
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
こ
の
両
党
の
一
九
四
〇
年
代
後
半
以
降
の
激
し
い
暴
力
的
衝
突
（La V

iolencia

と

呼
ば
れ
た
）
を
収
拾
す
る
た
め
の
政
治
的
妥
協
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
政
治
的
枠
組
は
、
一
九
七
〇
年
代

後
半
以
降
、
こ
の
二
党
の
対
立
構
造
に
固
定
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
枠
組
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
に
と
っ
て
は
、
政
治
的

な
意
思
を
反
映
す
る
場
が
強
く
制
限
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
暴
力
的
な
反
乱
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
状
況
を
生
み
出
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、César Gaviria T

rujillo

が
一
九
九
〇
年
に
大
統
領
に
就
任
し
挙
国
一
致
内
閣
の
組
閣
に
成
功
し

て
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
で
は
一
九
九
一
年
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
。
一
九
九
〇
年
五
月
に
行
わ
れ
た
国
民
投
票
に
お
け
る
大
多
数
の
賛
成
に

よ
っ
て
、
憲
法
制
定
議
会
が
招
集
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
学
生
主
体
の
運
動
が
憲
法
制
定
議
会
の
実
現
の
た
め
に
大
き
な
役
割
を
果

た
し
た
。
そ
こ
に
は
社
会
運
動
の
代
表
や
元
ゲ
リ
ラ
も
含
め
て
国
民
各
層
か
ら
の
代
表
が
集
ま
り
、
か
な
り
民
主
的
な
構
成
で
あ
っ
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た
、
と
い
わ
れ
る
。
一
九
九
一
年
コ
ロ
ン
ビ
ア
憲
法
は
、
民
主
主
義
体
制
を
取
る
と
と
も
に
、
自
由
権
的
基
本
権
と
社
会
・
経
済
的

基
本
権
を
幅
広
く
保
障
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
こ
の
憲
法
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
重
要
な
機
関
が
憲
法
裁
判
所
で
あ
っ

た
）
（（
（

。
制
定
さ
れ
た
憲
法
が
そ
の
よ
う
な
内
容
を
含
ん
で
い
た
だ
け
に
、
制
定
後
は
左
派
勢
力
に
よ
っ
て
憲
法
は
支
持
さ
れ
、
政
権
を

運
営
す
る
右
派
か
ら
改
正
を
求
め
ら
れ
る
、
と
い
う
、
日
本
の
憲
法
状
況
と
類
似
す
る
状
況
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
国
々
で
大
統
領
直
接
公
選
制
が
採
用
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
国
々
に
お

け
る
「
立
憲
主
義
の
権
威
主
義
化
」
の
危
険
は
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
伝
統
的
な
政
治
文
化
と
も
い
え
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
由
来
す

る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
文
化
に
お
い
て
必
ず
し
も
安
定
的
な
民
主
主
義
的
統
治
が
根
づ
い
て
い
な
い
状
況
の
下
で
、
国
民
に
人
気
の

あ
る
大
統
領
が
自
ら
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
再
選
禁
止
規
定
を
廃
止
す
る
な
ど
し
て
、
権
力
を
長
期
化
す
る
こ
と
を
通
じ
て
独
裁
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
「
立
憲
主
義
の
権
威
主
義
化
」
が
現
実
化
す
る
。
ま
た
国
民
投
票
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
憲
法
の
想

定
す
る
立
憲
主
義
政
治
を
骨
抜
き
に
す
る
こ
と
が
、
懸
念
さ
れ
る
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
で
も
、
も
と
も
と
一
九
九
一
年
憲
法
で
は
再
選
を

認
め
な
い
任
期
四
年
の
大
統
領
制
が
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
二
年
に
大
統
領
に
就
任
し
たÁ

lvaro U
ribe

の
イ
ニ
シ
ア
チ

ブ
に
よ
る
二
〇
〇
四
年
の
憲
法
改
正
で
三
選
禁
止
に
変
更
さ
れ
た
。U

ribe

政
権
は
、「
こ
の
憲
法
改
正
を
実
現
す
る
た
め
、
国
会

議
員
へ
様
々
な
働
き
か
け
を
行
い
、
議
員
の
親
族
に
対
す
る
政
府
機
関
等
の
役
職
の
提
供
が
あ
っ
た
」
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

実
際
、U

ribe

大
統
領
は
、「
麻
薬
を
資
金
源
と
す
る
ゲ
リ
ラ
・
武
装
勢
力
と
の
戦
い
を
継
続
・
貫
徹
す
る
こ
と
を
政
策
に
掲
げ
、

二
〇
〇
六
年
大
統
領
選
挙
に
立
候
補
し
再
選
さ
れ
た
」
の
で
あ
っ
た）

（（
（

。
だ
が
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
い
て
「
立
憲
主
義
の
権
威
主
義

化
」
が
生
じ
た
と
い
っ
て
し
ま
う
の
は
お
そ
ら
く
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
あ
ろ
う
。
創
設
以
来
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
憲
法
裁
判
所
の
社
会

経
済
的
弱
者
に
対
す
る
人
権
保
障
の
促
進
を
中
心
と
す
る
「
反
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー）

（（
（

」
的
な
活
発
な
活
動
が
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
で
は
む
し

ろ
例
外
的
に
「
立
憲
主
義
の
権
威
主
義
化
」
傾
向
を
妨
げ
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
憲
法
裁
判
所
の
お
か
れ
た
文
脈

は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
基
礎
を
置
く
「
下
か
ら
の
民
主
化
運
動
」
に
よ
っ
て
旧
憲
法
体
制
を
打
ち
破
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
憲
法
に
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よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
憲
法
裁
判
所
が
、
そ
の
後
に
立
ち
現
れ
て
く
る
憲
法
制
定
権
力
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
か
、
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
ま
さ
に
、「
民
主
化
機
能
か
ら
権
威
主
義
的
性
格
ま
で
の
可
能
性
を
内
包
す
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
両
義
性）

（（
（

」
に
対
す
る
向

き
合
い
方
が
、
こ
の
問
題
の
核
心
に
あ
る
。
大
統
領
中
心
主
義
の
統
治
構
造
は
立
憲
主
義
に
と
っ
て
は
リ
ス
ク
要
因
で
あ
る
が
、

「
下
か
ら
の
民
主
化
運
動
」
に
支
え
ら
れ
た
憲
法
制
定
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
で
は
一
般
に
、

「
そ
の
廃
止
は
想
像
も
で
き
な
い
ほ
ど
、『
強
固
な
伝
統
』
と
『
民
衆
の
不
可
逆
的
慣
習
』
に
支
え
ら
れ
て
」
お
り
、
ガ
ヴ
ァ
ナ
ビ
リ

テ
ィ
確
保
の
た
め
に
「『
有
能
な
統
治
者
（gobernante efectivo

）』
と
し
て
固
有
か
つ
広
範
な
権
能
を
有
す
る
大
統
領
を
中
心
と
す

る
『
活
力
あ
る
行
政
府
（Poder E

jecutivo vigoroso

）』」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。

２
．
コ
ロ
ン
ビ
ア
憲
法
裁
判
所
判
決
に
お
け
る
憲
法
制
定
権
力
論

　

コ
ロ
ン
ビ
ア
憲
法
裁
判
所
は
、
国
民
投
票
に
よ
っ
て
同
意
さ
れ
れ
ば
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
憲
法
改
正
に
つ
い
て
違
憲
審
査
を
行
う

こ
と
を
求
め
ら
れ
、
そ
れ
に
答
え
て
下
し
た
判
決
が Sentencia C-551/0（

で
あ
っ
た）

（（
（

。
コ
ロ
ン
ビ
ア
憲
法
二
四
一
条
は
、
憲
法

改
正
の
採
択
に
「
形
式
的
な
い
し
手
続
的
瑕
疵
（vicios de form

a o procedim
iento

）」
が
あ
る
場
合
に
の
み
審
査
を
し
得
る
と
し
、

そ
れ
を
受
け
て
同
三
七
九
条
は
、
憲
法
裁
判
所
が
違
憲
判
決
を
下
し
う
る
の
は
憲
法
改
正
手
続
0

0

が
憲
法
の
求
め
る
条
件
に
反
す
る
場

合
に
限
定
さ
れ
る
、
と
規
定
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
憲
法
裁
判
所
は
、
反
対
意
見
を
押
し
切
っ
て
こ
の
件
に
つ
い
て
一
定

の
実
質
審
査
に
乗
り
出
し
た
。
こ
う
し
て
こ
こ
で
も
、
憲
法
制
定
権
力
の
活
性
化
と
憲
法
裁
判
の
活
性
化
が
激
突
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
本
件
に
つ
い
て
の
結
論
と
し
て
、
憲
法
裁
判
所
は
憲
法
改
正
行
為
の
枠
内
に
あ
る
と
判
断
し
た
が
、
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
論

理
構
成
で
あ
っ
た
。

　

憲
法
裁
判
所
の
提
示
し
た
論
理
は
、
憲
法
裁
判
所
が
手
続
審
査
を
行
う
前
提
と
し
て
、
憲
法
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
憲
法
改
正
機

関
は
憲
法
改
正
を
行
う
機
関
な
の
で
あ
る
か
ら
、〈
憲
法
改
正
だ
〉
と
称
し
て
行
わ
れ
る
行
為
が
本
当
に
憲
法
改
正
行
為
と
い
う
内
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容
を
持
っ
た
も
の
と
い
え
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
実
質
審
査
す
る
こ
と）

（（
（

が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
さ
ら
に
そ
の
前
提
に
は
、
お
よ
そ
憲
法
改
正
行
為
は
無
限
界
な
の
で
は
な
く
、
憲
法
改
正
行
為
で
あ
れ
ば
一
定
の
限
界
（
憲
法

と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
保
持
）
が
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
論
理
が
あ
っ
た
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
憲
法
に
は
一
定
の
事
項
に
つ
い
て
明

文
で
憲
法
改
正
を
禁
止
す
る
規
定
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
も
し
限
界
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
内
在
的
限
界
し
か
あ
り
え
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
、
憲
法
裁
判
所
は
、
憲
法
改
正
権
は
憲
法
制
定
権
力
と
は
性
質
を
異
に
し
、「
憲
法
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
権
力

（pouvoir constitué / constituted pow
er

）」
に
過
ぎ
な
い
と
判
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
同
判
決
に
お
い
て
参
照
さ
れ
た
も
の
の
う

ち
の
一
つ
は
、
ほ
か
で
も
な
くCarl Schm

itt

の
主
著
『
憲
法
理
論
』
で
あ
っ
た
。

　

コ
ロ
ン
ビ
ア
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
憲
法
制
定
権
力
は
、
政
治
的
共
同
体
に
「
結
び
付
け
ら
れ
た
人
々
の
政
治
権
力
の

行
使
を
か
た
ち
づ
く
る
」
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
法
的
限
界
に
服
さ
な
い
」（Sentencia C-544/92

）
も
の
で
あ
っ
て
、
い
い
か
え
れ

ば
「
そ
の
行
為
は
政
治
的
か
つ
創
設
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
限
界
も
裁
判
的
統
制
も
な
い
絶
対
的
、
無
制
約
的
、
永
続
的
な
も
の

だ
」（Sentencia 551/0（

）、
と
さ
れ
る
。
政
治
的
共
同
体
は
、「
根
本
的
政
治
的
決
断
」
を
見
直
す
た
め
に
憲
法
制
定
権
力
を
自
由

に
行
使
し
う
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
特
別
に
組
織
さ
れ
る
憲
法
制
定
議
会
と
は
異
な
り
、
通
常
の
政
治
プ
ロ
セ

ス
の
一
環
に
属
す
る
憲
法
改
正
権
は
、「
始
源
的
憲
法
制
定
権
力
」
に
留
保
さ
れ
て
い
る
、
全
く
別
の
新
し
い
憲
法
を
創
出
す
る
た

め
の
「
憲
法
の
差
替
え
（constitutional substitution / replacem

ent

）」
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
（
こ

の
よ
う
な
考
え
方
は
、constitutional replacem

ent doctrine

と
呼
ば
れ
る
）。「
憲
法
の
差
替
え
」
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
判
断
を
す

る
た
め
の
憲
法
に
含
ま
れ
て
い
る
諸
原
理
や
諸
価
値
そ
し
て
「
憲
法
ブ
ロ
ッ
ク
」（
そ
こ
に
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
批
准
し
た
諸
国
際
人
権

条
約
が
含
ま
れ
る
）
の
認
定
権
限
は
、
憲
法
裁
判
所
の
手
に
あ
る）

（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
憲
法
改
正
が
国
民
投
票
に
よ
っ
て
可
決

さ
れ
た
（
参
照
、
憲
法
三
七
七
条
）
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
を
「
始
源
的
憲
法
制
定
権
力
」
の
行
使
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

二
〇
一
〇
年
にU

ribe

大
統
領
の
三
選
を
可
能
と
す
る
た
め
の
憲
法
改
正
が
提
起
さ
れ
た
が
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
憲
法
裁
判
所
は
、
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Sentencia C-141/2010

に
お
い
て
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
憲
法
の
下
で
強
大
な
権
力
を
有
す
る
大
統
領
の
三
選
（
一
二
年
間
の
在
任
）
を

可
能
と
し
て
し
ま
う
こ
と
は
権
力
の
均
衡
と
抑
制
原
理
を
空
洞
化
さ
せ
て
し
ま
う
、
と
し
て
違
憲
判
決
を
下
し
た
（
二
〇
〇
五
年
に

憲
法
裁
判
所
は
、
大
統
領
に
二
選
を
可
能
に
す
る
た
め
の
憲
法
改
正
に
つ
い
て
は
合
憲
と
し
て
い
た
（Sentencia C-1040/2005

）。）。
議
会

に
よ
る
大
統
領
の
政
治
的
統
制
が
困
難
な
政
治
状
況
の
下
で
、
裁
判
権
が
「
憲
法
の
差
替
え
」
理
論
を
用
い
て
一
定
の
代
替
的
統
制

作
用
を
営
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る）

（（
（

。

　

憲
法
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
憲
法
制
定
権
力
は
そ
の
性
質
上
暴
発
す
る
可
能
性
を
内
在
し
て
お
り
、
完
全
に
な
ん
ら
か
の
制
度
の
軌

道
上
に
載
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
あ
る
と
は
い
え
、「
憲
法
の
差
替
え
」
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
主
体
と
し
て
は
、
憲
法
三
七
六

条
の
規
定
す
る
憲
法
制
定
議
会
の
開
催
の
ケ
ー
ス
が
想
定
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
隣
国
の
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
に
目
を
転
じ
る
と
、
同
国
は
現
在
極
度
の
混
迷
状
況
に
あ
る）

（（
（

。
そ
れ
は
、N

icolás M
aduro

現
大

統
領
と
対
立
す
る
野
党
が
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
の
国
会
議
員
選
挙
で
勝
利
を
収
め
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。M

aduro

大
統
領
は

政
治
的
主
導
権
を
握
る
た
め
に
、
憲
法
制
定
議
会
を
活
用
す
る
戦
略
を
採
用
し
、
野
党
が
参
加
を
拒
否
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
憲
法

制
定
議
会
議
員
選
挙
を
強
行
し
た
（
こ
の
選
挙
は
、
不
正
選
挙
で
あ
る
と
の
強
い
批
判
が
あ
り
、
激
し
い
国
際
的
非
難
を
受
け
て
い
る
。）。

そ
の
結
果
、
大
統
領
支
持
勢
力
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
憲
法
制
定
議
会
が
招
集
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
所
与
の
憲
法
に
よ
っ
て
権
限

の
限
定
さ
れ
な
い
憲
法
制
定
議
会
は
、
向
こ
う
二
年
間
に
亘
っ
て
全
能
的
権
力
を
自
ら
の
決
定
に
よ
っ
て
手
中
に
収
め
、
国
会
を

シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
し
た
国
政
運
営
を
行
う
こ
と
を
可
能
と
し
た
。
憲
法
制
定
議
会
はM

aduro

大
統
領
が
強
権
的
政
治
を
行
う
た

め
の
装
置
に
す
ぎ
な
い
、
と
の
批
判
を
招
い
て
い
る
。
彼
の
前
任
者H

ugo Chávez

大
統
領
（
一
九
九
八
年
就
任
）
は
、
自
ら
の
イ

ニ
シ
ア
チ
ブ
に
基
づ
い
て
一
九
九
九
年
憲
法
を
制
定
し
た
。
一
九
六
一
年
憲
法
で
は
憲
法
改
正
は
議
会
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、

議
会
で
少
数
派
に
す
ぎ
な
いChávez

派
に
よ
る
憲
法
改
正
の
実
現
は
政
治
的
に
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
大
統
領
は
大
統
領
令
を

発
し
て
国
民
に
直
接
憲
法
制
定
議
会
の
招
集
の
可
否
を
問
う
国
民
投
票
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
大
統
領
令
の
合
憲
性
が
ベ
ネ
ズ
エ
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ラ
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
最
高
裁
判
所
は
、
た
と
え
憲
法
が
制
定
さ
れ
て
も
、
国
民
の
憲
法
制
定

権
力
は
憲
法
制
定
に
よ
っ
て
消
尽
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
憲
法
の
定
め
る
憲
法
改
正
手
続
と

は
全
く
別
に
、
大
統
領
や
議
会
の
発
議
あ
る
い
は
国
民
発
案
に
基
づ
い
て
国
民
投
票
の
実
施
を
可
能
に
す
る
法
律
に
基
づ
い
て
、
国

民
が
無
制
約
の
憲
法
制
定
権
力
を
行
使
し
、
憲
法
制
定
議
会
の
開
催
を
決
定
す
る
こ
と
は
常
に
可
能
で
あ
る
、
と
判
示
し
た
（
一
九

九
九
年
一
月
一
九
日O

pinion N
o. 1（

）
（（
（

）。
こ
う
し
て
、Joel I. Colón-Ríos

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
で
は
、
憲
法
改
正
権

を
法
的
に
枠
付
け
、
大
統
領
権
力
の
強
大
化
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
う
る
「
立
憲
主
義
の
権
威
主
義
化
」
を
阻
止
す
る
も
の
と
し
て
機

能
し
たCarl Schm

itt
の
憲
法
制
定
権
力
論
が
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
で
は
全
く
対
照
的
に
、
立
憲
主
義
に
対
す
る
直
接
民
主
主
義
に
よ

る
国
民
の
意
思
表
明
の
優
位
の
正
当
化
の
た
め
に
援
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た）

（（
（

。

小　

括

　

以
上
、
Ⅱ
お
よ
び
Ⅲ
で
見
た
よ
う
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
世
界
と
い
う
状
況
の
も
と
で
、
お
か
れ
た
文
脈
や
状
況
は
必
ず
し
も
同
様

で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
憲
法
制
定
権
力
の
活
性
化
と
憲
法
裁
判
の
活
性
化
が
激
突
す
る
状
況
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
事
例
を
踏
ま
え
て
、「
始
源
的
憲
法
制
定
権
力
」
と
「
制
度
化
さ
れ
た
／
派
生
的
憲
法
制
定
権
力
」
た
る
憲
法
改

正
権
に
つ
い
て
の
最
新
の
議
論
状
況
に
つ
い
て
、
別
稿＊
で
さ
ら
に
紹
介
・
検
討
を
行
い
、
そ
の
上
で
ま
と
め
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

＊　
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
世
界
と
憲
法
制
定
権
力
【
続
】」『
慶
應
法
学
』
三
九
号
掲
載
予
定
。

（
1
）　

参
照
、
山
元
一
「
最
近
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
『
憲
法
制
定
権
力
』
論
の
復
権
」〔
初
出
一
九
九
七
年
〕（
同
『
現
代
フ
ラ
ン
ス
憲
法
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理
論
』（
の
ち
に
信
山
社
、
二
〇
一
四
年
）
一
六
五
頁
以
下
、
所
収
）、
同
「『
憲
法
制
定
権
力
』
と
立
憲
主
義
」〔
初
出
二
〇
〇
〇
年
〕

（
の
ち
に
同
書
二
二
一
頁
以
下
、
所
収
）。

（
2
）　

参
照
、
山
元
一
「『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
制
定
権
力
』
？
」
樋
口
陽
一
他
編
『
国
家
と
自
由
│
憲
法
学
の
可
能
性
』（
日
本
評
論
社
、
二

〇
〇
四
年
）
一
七
九
頁
以
下
。

（
（
）　

近
時
の
英
語
圏
に
お
け
る
比
較
憲
法
学
の
目
覚
ま
し
い
発
展
に
つ
い
て
の
有
益
な
整
理
と
し
て
、
横
大
道
聡
「
憲
法
の
ア
ー
キ
テ
ク

チ
ャ
│
憲
法
を
制
度
設
計
す
る
」
松
尾
陽
編
『
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
と
法
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）
一
九
九
頁
以
下
、
が
あ
る
。

（
4
）　

筆
者
な
り
の
グ
ロ
ー
バ
ル
立
憲
主
義
に
つ
い
て
の
整
理
と
し
て
、
参
照
、
山
元
一
「
世
界
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
立
憲
主
義
の
変
容
」

憲
法
理
論
研
究
会
編
『
憲
法
理
論
叢
書
24　

対
話
的
憲
法
理
論
の
展
開
』（
敬
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）
五
七
頁
以
下
。

（
5
）　

参
照
、
山
元
・
前
掲
注
（
1
）
一
八
六
頁
以
下
。Georges Burdeau

に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
「
制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力

（pouvoir constituant institué

）
観
念
の
意
義
をH

auriou

の
制
度
理
論
に
辿
り
つ
つ
解
明
す
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
時
本
義
昭

『
法
人
・
制
度
体
・
国
家
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）
七
頁
以
下
、
一
四
頁
以
下
。

（
（
）　

本
稿
が
こ
の
よ
う
に
幅
広
く
憲
法
制
定
権
力
を
観
念
す
る
理
由
は
、constitution

と
い
う
観
念
の
持
つ
多
義
性
を
鮮
や
か
に
反
映

し
て
、
そ
れ
が
、
特
定
の
近
代
主
権
国
家
的
共
同
体
の
立
ち
上
げ
の
場
面
で
も
、
既
に
立
ち
上
げ
ら
れ
て
い
る
特
定
の
近
代
主
権
国
家
的

共
同
体
に
お
け
る
政
治
的
基
本
構
造
の
革
命
的
変
革
の
場
面
で
も
、
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
を
正
当
化
す
る
場
面
で
も
、
政
府
の
統
治
権
限
の

濫
用
の
場
面
で
も
、
憲
法
の
全
面
改
正
の
場
面
で
も
、
特
定
の
憲
法
典
の
特
定
の
条
項
の
み
の
変
更
の
場
面
で
も
援
用
さ
れ
得
る
、
極
め

て
多
義
的
な
観
念
だ
か
ら
で
あ
る
。cf. M

ikael Spång, Constituent pow
er and constitutional order: A

bove, w
ithin and 

beside the constitution, Palgrave M
acm

illan, 2014, p. （ff.

（
（
）　cf. D

avid Landau, A
busive constitutionalism

, 4（ U
niversity of California, D

avis Law
 Review

 189 (201（-2014), at 
192.

（
8
）　D

avid Landau, supra note (（).

（
9
）　O

zan O
. V

arol, Stealth authoritarianism
, 100 Iow

a Law
 Review

 1（（（ (2014-2015).

（
10
）　M

ark T
ushnet, A

uthoritarian constitutionalism
, 100 Cornell Law

 Review
 （91 (2014-2015).

（
11
）　

憲
法
と
権
威
主
義
的
統
治
を
め
ぐ
る
問
題
を
一
般
に
考
察
す
る
最
近
の
比
較
憲
法
学
の
成
果
と
し
て
、cf. T

om
 Ginsburg and 
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A
lberto Sim

pser (edited by), Constitutions in authoritarian regim
es, Cam

bridge U
niversity Press, 2014.

（
12
）　

例
え
ば
参
照
、
樋
口
陽
一
『
比
較
憲
法
〔
全
訂
第
三
版
〕』（
青
林
書
院
、
一
九
九
二
年
）
四
三
一
頁
以
下
、
畑
尻
剛
「
外
見
的
立
憲

主
義
型
憲
法
」
杉
原
泰
雄
編
『
新
版　

体
系
憲
法
事
典
』（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）
八
五
頁
以
下
。

（
1（
）　K

arl Loew
enstein, Political pow

er and the governm
ent process, T

he U
niversity of Chicago Press, 195（, p. 14（ff. 

本
書
の
ド
イ
ツ
語
加
筆
版
の
訳
書
と
し
て
、
カ
ー
ル
・
レ
ー
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（
阿
部
照
哉
＝
山
川
雄
巳
訳
）『
新
訂　

現
代
憲
法
論
│

政
治
権
力
と
統
治
過
程
│
』（
有
信
堂
、
一
九
八
六
年
）
が
あ
る
。

（
14
）　

芦
部
信
喜
『
憲
法
学
Ⅰ　

憲
法
総
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
）
四
四
頁
の
要
約
に
よ
る
。

（
15
）　cf. Gábor A

ttila T
óth, T

he A
uthoritarianʼs N

ew
 Clothes: T

endencies A
w

ay from
 Constitutional D

em
ocracy.  

http://w
w

w
.fljs.org/sites/w

w
w

.fljs.org/files/publications/T
he%

20A
uthoritarians%

20N
ew

%
20Clothes.pdf

（
1（
）　cf. V

arol, supra note (9), at 1（（9.

（
1（
）　

選
挙
を
行
い
つ
つ
権
威
主
義
的
統
治
の
実
践
を
行
う
国
々
に
つ
い
て
の
比
較
研
究
の
成
果
と
し
て
、cf. A

ndreas Schedler (ed.), 
E

lectoral authoritarianism
, Lynne Rienner, 200（.

（
18
）　

と
い
う
の
は
、
こ
う
で
あ
る
。Schm

itt
に
お
け
る
憲
法
制
定
権
力
観
念
は
、
全
体
主
義
的
な
興
奮
の
中
で
立
憲
主
義
体
制
を
破
壊

す
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そSchm

itt

に
抗
し
て
「
闘
う
民
主
制
」
を
構
築
す
る
必
要
性
が

生
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
憲
法
制
定
権
力
観
念
を
前
提
と
す
る
彼
の
「
憲
法
」
と
「
憲
法
律
」
の
区
別
に

基
づ
く
憲
法
改
正
限
界
論
は
、
一
九
四
九
年
ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
、
全
社
会
構
成
員
に
「
自
由
な
民
主
的
基
本
秩
序
」
の
擁
護
と
い

う
「
憲
法
忠
誠
」
を
求
め
、
そ
の
た
め
の
制
度
的
担
保
と
し
て
構
築
さ
れ
た
「
闘
う
民
主
制
」
の
骨
組
み
を
提
供
す
る
も
の
と
な
っ
た
の

で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
現
在
の
「
立
憲
主
義
の
権
威
主
義
化
」
の
も
と
で
の
状
況
と
引
き
比
べ
て
み
る
と
、
基
本
権
喪
失
と
政
党
解
散
を
可

能
と
す
る
「
闘
う
民
主
制
」
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
が
ネ
オ
ナ
チ
と
共
産
党
と
い
う
小
規
模
で
強
固
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
集
団
で
あ
っ
た
の
に
対
し

て
、「
立
憲
主
義
の
権
威
主
義
化
」
を
お
し
す
す
め
て
い
る
様
々
な
国
々
に
お
け
る
政
治
勢
力
は
、
大
規
模
で
曖
昧
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
し

か
有
し
な
い
の
が
通
例
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
処
方
箋
は
全
く
不
適
合
で
あ
る
。cf. Landau, supra note (（), at 21（ff.

（
19
）　cf. K

riszta K
ovács and Gábor A

ttila T
óth, H

ungaryʼs constitutional transform
ation, E

uropean Constitutional 
Law

 R
eview

, no. （ (2011), p. 18（ff.

最
近
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
憲
法
情
勢
に
つ
い
て
、
科
学
研
究
費
・
基
盤
研
究
Ａ
「『
憲
法
の
国
際
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化
』」
と
『
国
際
法
の
憲
法
化
』
の
交
錯
下
に
お
け
る
新
た
な
人
権
保
障
シ
ス
テ
ム
理
論
の
構
築
」（
研
究
代
表
者
江
島
晶
子
）
の
主
催
の

二
〇
一
七
年
四
月
二
九
日
研
究
会
に
お
け
る
須
網
隆
夫
（
早
稲
田
大
学
）
氏
の
報
告
「
グ
ロ
ー
バ
ル
立
憲
主
義
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
憲
法
状

況
」
か
ら
多
く
の
も
の
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
20
）　

ヤ
ン
＝
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
（
板
橋
拓
巳
訳
）『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
は
何
か
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
）
八
〇
頁
以
下
、

（Jan-W
erner M

üller, W
hat is populism

? U
niversity of Pennsylvania Press, 201（, p. （4ff.

）

（
21
）　

佐
藤
史
人
「
憲
法
改
正
権
力
の
活
躍
す
る
『
立
憲
主
義
』」『
世
界
』
八
八
八
号
〔
二
〇
一
六
年
〕
一
五
七
頁
。

（
22
）　cf. László Sólyom

, Rise and decline of constitutional culture in H
ungary, A

rm
n von Bogdandy and Pál Sonnevend 

(eds.), Constitutional crisis in the E
uropean constitutional area: theory, law

 and politics in H
ungary and R

om
ania, 

H
art Publishing, 2015, p. （.

（
2（
）　A

ndrew
 A

rato, Post sovereign constitutional m
aking: Learning and legitim

acy, O
xford constitutional theory, 

201（, p. 1（1ff.

（
24
）　

正
確
に
は
、
そ
の
時
の
憲
法
に
は
、
新
憲
法
の
準
備
に
つ
い
て
の
細
則
に
関
す
る
議
会
決
議
を
可
決
す
る
た
め
に
は
、
議
会
の
五
分

の
四
の
多
数
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
規
定
が
存
在
し
て
い
た
が
、
二
〇
一
〇
年
六
月
五
日
改
正
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

（
25
）　

本
基
本
法
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
小
野
義
典
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
基
本
法
」
憲
法
論
叢
一
八
号
〔
二
〇
一
一
年
〕
一
五
九
頁
以
下
、

水
島
朝
穂
＝
佐
藤
史
人
「
試
練
に
立
つ
立
憲
主
義
？
│
二
〇
一
一
年
ハ
ン
ガ
リ
ー
新
憲
法
の
「
衝
撃
」（
一
）」『
比
較
法
学
』
四
六
巻
三

号
〔
二
〇
一
三
年
〕
三
九
頁
以
下
、「
同
（
二
・
完
）」
同
四
七
巻
一
号
〔
二
〇
一
三
年
〕〔
同
〕
一
頁
以
下
、
小
野
義
典
「
ハ
ン
ガ
リ
ー

基
本
法
改
正
の
意
義
と
背
景
」『
法
政
治
研
究
』
創
刊
号
〔
二
〇
一
五
年
〕
一
九
三
頁
以
下
、
が
あ
る
。
英
語
文
献
と
し
て
、cf. Gábor 

A
ttila T

óth (edited by), Constitution for a disunited nation: O
n H

ungaryʼs 2011 Fundam
ental Law

, Central 
European U

niversity Press, 2012.

（
2（
）　

ヴ
ェ
ニ
ス
委
員
会
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
憲
法
問
題
を
め
ぐ
る
活
動
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
山
田
邦
夫
「
欧
州
評
議
会
ヴ
ェ
ニ
ス
委

員
会
の
憲
法
改
革
支
援
活
動
│
立
憲
主
義
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
規
準
│
」『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
』
二
〇
〇
七
年
一
二
月
号

（
2（
）　Pál Sonnevend, A

ndrás Jakab and Lóránt Csink, in A
. von Bogdandy et alii, supra note (22), p. 108.

（
28
）　

最
近
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
規
制
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
ガ
ボ
ア
・
ポ
リ
ヤ
ッ
ク
（
鈴
木
秀
美
訳
）「
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
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メ
デ
ィ
ア
規
制
の
危
機
的
問
題
」『
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
六
七
号
〔
二
〇
一
七
年
〕
一
四
九
頁
以
下
、
参
照
。

（
29
）　

こ
の
事
件
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
に
提
訴
さ
れ
、
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
お
よ
び
表
現
の
自
由
を
侵
害
し
た
、
と
い
う
理

由
で
条
約
違
反
判
決
を
招
い
た
（
二
〇
一
六
年
六
月
二
三
日
）。cf. Case of Baka v. H

ungary (A
pplication no. 202（1/12).

本
判

決
に
つ
い
て
、
根
岸
陽
太
氏
（
西
南
学
院
大
学
）
の
ご
教
示
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
、
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
（0
）　P. Sonnevend, A

. Jakab and L. Csink, supra note (2（), p. 5（.

（
（1
）　László Sólyom

, supra note (22), p. 29.

（
（2
）　cf. K

risztina K
ovács, K

eeping the guardian under control : T
he case of H

ungary, in CD
L-JU

 (201（) 00（, p. 5ff. 
http://w

w
w

.venice.coe.int/w
ebform

s/docum
ents/default.aspx?pdffi

le=CD
L-JU

(201（)00（-e

（
（（
）　cf. Joel I. Colón-Ríos, Carl Schm

itt and Constituent pow
er in Latin A

m
erican Courts: T

he case of V
enezuela 

and Colom
bia, Constellation, V

ol. 18, no. （, 2011, p. （（5ff.

（
（4
）　cf. K

atrin M
erhof, Building a bridge betw

een reality and the constitution: T
he establishm

ent and developm
ent 

of the Colom
bian Constitutional Court, International Journal of Constitutional Law

, V
ol. 1（ N

o. （, （14ff (2015).

（
（5
）　

以
上
、
三
輪
和
宏
「
諸
外
国
の
多
選
制
限
の
歴
史
」『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
』
二
〇
〇
七
年
六
月
号
八
八
頁
。

（
（（
）　N

icolás Figueroa García-H
erreros, Counter-H

egem
onic Constitutionalism

: T
he Case of Colom

bia, Constellations, 
V

ol. 19, N
o 2, p. 2（5ff. 

（
（（
）　

川
畑
博
昭
「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
憲
法
史
と
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」『
愛
知
県
立
大
学
大
学
院
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
一
六
号
〔
二
〇
一

五
年
〕
七
頁
。
川
畑
は
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
大
統
領
中
心
主
義
」
の
統
治
構
造
を
〈
下
か
ら
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
〉
と
〈
上
か

ら
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
〉
が
交
錯
す
る
「
場
」
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
。
同
論
文
一
一
頁
以
下
。

（
（8
）　

川
畑
博
昭
「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
│
大
統
領
中
心
主
義
の
『
合
理
化
』
か
ら
『
民
主
化
』
へ
」
辻
村
み
よ
子
他
編
『
憲
法
理
論
の
再
創

造
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
）
三
〇
四
頁
。
さ
ら
に
参
照
、
同
「
イ
ベ
ロ
ア
メ
リ
カ
（
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
）
に
お
け
る
『
統
治
可

能
性
』
と
『
立
憲
主
義
』
を
め
ぐ
る
一
試
論
│
両
者
の
媒
介
項
と
し
て
の
『
大
統
領
制
』
と
の
関
わ
り
で
│
」『
愛
知
県
立
大
学
文
学
部

論
集
』
五
五
号
〔
二
〇
〇
六
年
〕、
同
「『
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
』
下
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
『
共
和
国
』
＝
『
公
共
性
』
を

め
ぐ
る
歴
史
的
課
題
と
そ
の
構
築
可
能
性
」『
法
政
論
集
』
二
三
〇
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
〇
三
頁
以
下
。
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（
（9
）　

本
判
決
に
つ
い
て
の
以
下
の
叙
述
は
、J. I. Colón-Ríos, supra note (（（), Gonzalo A

ndres Ram
irez-Cleves, T

he 
unconstitutionality of constitutional am

endm
ents, in Colom

bia: T
he tension betw

een m
ajoritarian dem

ocracy and 
constitutional dem

ocracy, in T
hom

as Bustam
ante and Bernardo Gonçalves Fernandes (eds.), D

em
ocratizing 

constitutional law
: Perspectives on legal theory and the legitim

acy of constitutionalism
, Springer 201（, p. 21（ff; 

Carlos Bernal, U
nconstitutional constitutional am

endm
ents in the case study of Colom

bia: A
n analysis of the 

justification and m
eaning of the constitutional replacem

ent doctrine, International Journal of Constitutional Law
, 

V
ol. 11, N

o. 2, 201（, p. （（9ff.

に
依
拠
し
て
い
る
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
の
後
も
、Sentencia C-1200/200（, 

Sentencia C-9（0/2004, Sentencia C-1040/2005, Sentencia C-588/2009, Sententia C-141/2010, Sentencia C-249/2012, 
C-105（/2012

で
、「
憲
法
の
差
替
え
」
理
論
の
内
容
を
さ
ら
に
詳
し
く
示
し
、
発
展
さ
せ
る
機
会
が
あ
っ
た
。Bernal 

に
よ
れ
ば
、

Sentencia C-1040/2005
は
、「
憲
法
の
差
替
え
」
の
要
件
が
憲
法
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
変
更
か
ら
憲
法
の
重
要
な
要
素
の
変
更
に

変
わ
っ
た
。

（
40
）　Carl Schm

itt, V
erfassungslehre, D

uncker &
 H

um
blot, 1928.

（
41
）　J. I. Colón-Ríos, supra note (（（), p. （85

は
、
こ
の
よ
う
な
コ
ロ
ン
ビ
ア
憲
法
裁
判
所
の
考
え
方
は
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
判
決
（
二

〇
〇
九
年
六
月
三
〇
日
）
で
示
さ
れ
た
憲
法
改
正
の
限
界
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
考
え
方
（
但
し
、
基
本
法
は
、
七
九
条

二
項
で
改
正
禁
止
事
項
を
明
示
し
て
い
る
）
と
類
似
し
て
い
る
、
と
い
う
。
ド
イ
ツ
基
本
法
で
は
、
統
一
後
も
「
ド
イ
ツ
国
民
が
自
由
な

決
断
で
議
決
し
た
憲
法
が
施
行
さ
れ
る
日
に
そ
の
効
力
を
失
う
」〔
初
宿
正
典
＝
辻
村
み
よ
子
編　

新
解
説
世
界
憲
法
集
〔
第
四
版
〕（
三

省
堂
、
二
〇
一
七
年
）
二
〇
〇
頁
の
訳
に
依
拠
す
る
〕（
一
四
六
条
）
と
す
る
「
始
源
的
憲
法
制
定
権
力
」
に
つ
い
て
の
規
定
が
残
置
さ

れ
た
が
、
こ
の
規
定
は
、
実
は
「
始
源
的
憲
法
制
定
権
力
」
と
対
比
さ
れ
る
憲
法
改
正
権
の
限
界
の
存
在
を
示
す
機
能
を
果
た
し
て
い
る
、

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。U

lrich K
. Preuss, T

he im
plication of 

“eternity clauses

”: T
he Germ

an experience, 44 Israel Law
 

R
eview

 429 (2001) at 44（.

（
42
）　C. Bernal, supra note (（9), p. （52.

（
4（
）　

朝
日
新
聞
二
〇
一
七
年
八
月
一
五
日
付
朝
刊
〔
一
三
版
〕
の
報
道
の
ほ
か
、cf. Javier Corrales, A

utocratic legalism
 in 

V
enezuela, in Larry D

iam
ond, M

arc F. Plattner and Christopher W
alker (edited by), A

uthoritarianism
 goes global: 
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T
he challenge to dem

ocracy, Johns H
opkins U

niversity Press, 201（, p/ （8ff, Raul A
. Sanchez U

rribarri, Introduction 
to I-CO

N
nect Sym

posium
: V

enezuelaʼs 201（ (A
uthoritarian) N

ational Constituent A
ssem

bly, Intʼl J. Const. L. Blog, 
A

ug. 28, 201（, at: http://w
w

w
.iconnectblog.com

/201（/08/introduction-to-i-connect-sym
posium

-venezuelas-201（-
authoritarian-national-constituent-assem

bly/raul-a-sanchez-urribarri, M
iguel Á

ngel M
artínez M

eucci, Sym
posium

 
on 

“Venezuelaʼs 201（ (A
uthoritarian) N

ational Constituent A
ssem

bly

”–M
aduroʼs N

ational Constituent A
ssem

bly: 
Constituent Pow

er to Build an U
ndem

ocratic Regim
e, Intʼl J. Const. L. Blog, A

ug. 29, 201（, at: http://w
w

w
.

iconnectblog.com
/201（/08/sym

posium
-on-venezuelas-201（-authoritarian-national-constituent-assem

bly/M
iguel-

A
ngel-M

artinez-M
eucci, José Ignacio H

ernández G., Sym
posium

 on 

“Venezuelaʼs 201（ (A
uthoritarian) N

ational 
Constituent A

ssem
bly

”–Pursuing Constitutional A
uthoritarianism

, Intʼl J. Const. L. Blog, Sept. 1, 201（, at: http://
w

w
w

.iconnectblog.com
/201（/08/sym

posium
-on-venezuelas-201（-authoritarian-national-constituent-assem

blyjose-
ignacio-hernandez-g, Suggested Citation: Laura Gam

boa, Sym
posium

 on 

“Venezuelaʼs 201（ (A
uthoritarian) N

ational 
Constituent A

ssem
bly

”–Like Q
uicksand: O

pposing V
enezuelaʼs Constitutional A

ssem
bly, Intʼl J. Const. L. Blog, 

Sept. 2, 201（, at: http://w
w

w
.iconnectblog.com

/201（/09/sym
posium

-on-venezuelas-201（-authoritarian-national-
constituent-assem

bly/laura-gam
boa

　

ベ
ネ
ズ
エ
ラ
の
憲
法
状
況
に
つ
い
て
は
、cf. Joshua Braver, Revolutionary reform

 in V
enezuela: Electoral rules and 

historical narratives in the creation of the 1999 Constitution, in Richard A
lbert, X

enophon Contiades and A
lem

ene 
Fotiadou (edited by), T

he foundation and traditions of constitutional am
endm

ent, H
art Publishing, 201（, p. 1（（ff.

（
44
）　

と
こ
ろ
が
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
最
高
裁
は
、
二
〇
一
七
年
五
月
三
一
日
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
国
民
を
代
表
す
る
大
統
領
に
は
、
憲
法
制
定
議
会

の
招
集
権
が
あ
る
、
と
の
判
断
を
下
し
た
。José Ignacio H

ernández G, supra note (4（).

（
45
）　J. I. Colón-Ríos, supra note (（（), p. （（9ff, p. （（（.

こ
の
よ
う
な
憲
法
制
定
権
力
観
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
政
治
運
営
を
も
た

ら
す
か
は
、
著
し
く
文
脈
依
存
的
で
あ
る
。D

ario A
zzellini, Constituent and constituted pow

er: in Em
elio Betances and 

Carlos Figueroa Ibarra (edited by), Popular sovereignty and constituent pow
er in Latin A

m
erica: D

em
ocracy from

 
below

, Palgrave M
acm

illan, 201（, p. 15ff

は
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
の
一
九
八
九
年
以
降
の
新
自
由
主
義
に
対
抗
す
る
左
翼
改
革
運
動
の
歴
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史
に
照
ら
し
て
、
国
民
に
対
す
る
支
配
権
力
と
化
し
が
ち
な
国
家
（
憲
法
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
権
力
）
に
対
し
て
、
そ
れ
に
常
に
批
判

的
に
対
峙
す
る
下
か
ら
の
民
主
主
義
運
動
に
憲
法
制
定
権
力
の
行
使
を
重
ね
合
わ
せ
、
憲
法
制
定
権
力
観
念
の
民
主
主
義
的
性
格
を
高
く

評
価
す
る
。
だ
が
、
こ
の
国
で
現
に
憲
法
制
定
権
力
の
行
使
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
憲
法
制
定
議
会
は
、
本
文
で

見
た
よ
う
に
、
民
主
主
義
運
動
を
抑
圧
す
る
大
統
領
権
力
の
道
具
と
化
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
実
際
、J. Braver, supra note 

(4（)
は
そ
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。
但
し
、
こ
れ
は
現
在
活
動
し
て
い
る
憲
法
制
定
議
会
が
、
憲
法
理
論
か
ら
見
て
正
当
な
プ
ロ
セ
ス

を
経
て
設
置
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
評
価
に
深
く
関
わ
る
で
あ
ろ
う
。


